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    （ T e l ） 0 3 - 6 4 0 6 - 1 1 1 1 （ 代 表 ）

 

認定放送持株会社の認定の取得について 

 

当社は、本日、総務大臣により、放送法第 159 条に基づく認定放送持株会社の認定を取得

し、当社および当社グループは、平成 26 年 4 月 1 日付で正式に認定放送持株会社体制に移

行する運びとなりましたので、お知らせいたします。 

また、当社のグループ経営管理事業を除く一切の事業を吸収分割により承継する予定のテ

レビ朝日分割準備株式会社は、電波法第 20 条に基づく当社の無線局免許の承継の許可を

得ました。同じく平成 26 年 4 月 1 日付で同社が免許を承継しますので、併せてお知らせいた

します。 

なお、同日付で、当社は株式会社テレビ朝日ホールディングスに、テレビ朝日分割準備株

式会社は株式会社テレビ朝日に、それぞれ商号変更いたします。一連の当社の認定放送持

株会社体制への移行に係る詳細は、平成 25 年 10 月 31 日付当社開示資料「株式会社テレビ

朝日および株式会社ビーエス朝日の認定放送持株会社体制への移行に係る吸収分割契約

および株式交換契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

以上 


